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幼少期の子どもに対する性の多様性への意識 
‐HUG っと！プリキュアを例にして‐ 

 

京都産業大学 藤野ゼミ C グループ 

〇渡邉咲耶花(Watanabe Sayaka)・智羽美月(Chiba Mizuki)・木元勇輝(Kimoto 

Yuki)・武田世凪(Takeda Sena)・辻村万智(Tsujimura Machi)・叶子青(You Shisei)・

韓雨(Kan U) 

（京都産業大学現代社会学部現代社会学科） 

キーワード：子ども、性の多様性、メディア 
 

1．研究の目的  

 昨今、性の多様性を許容する意識が一般に高ま

り、この変化が子供向けのアニメーションの制作

にも現れている。その中でも 2018 年に放映された

「HUGっと！プリキュア」（以下ハグプリ）は、東

映アニメーションの公式 Twitter アカウントの発

表のツイートに対して、約 15,000 リツイートと約

10,000 いいねという反響があった。また、放送中

には毎回ツイッターのトレンドに関連ワードが入

るなどメイン視聴者層以外にも様々な世代からの

性の多様性に対する高評価が SNS上で見受けられ

た。他方で、プリキュアシリーズのメイン視聴者

である幼少期の子どもにも同様の関心が見られる

のだろうか。私たちは、アニメの中でみられる性

の多様性の表象となるキャラクターを分析すると

ともにインタビュー調査によってその実態を調査

することにした。 

 
2．作品及び作品からの性の多様性の表象の抽出 
 プリキュアシリーズとは 2004 年の「ふたりはプ

リキュア」から、現在までテレビ朝日系列で毎週

日曜 8:30-9:00（JST）で放映されている女児向け

アニメシリーズである。ハグプリのストーリーは

主人公である野乃はな（以下はな）たちがプリキ

ュアに変身し、未来からやってきたはぐたんとい

う赤ちゃんを敵の組織クライアス社から母として

守るために戦うというものである。今回注目する

のはこの作中に登場する若宮アンリ（以下アンリ）

という男性キャラクターである。 

 アンリの「若宮アンリの体でも若宮アンリの心

を縛ることはできない」（表 1,42 話）という言葉

等から、私たちは彼を「性の多様性」の表象と同

定し、ハグプリの視聴者にこのキャラクターがど

のような影響を与えているのかについて調査を行

うことにした。 

表 1：シリーズ中のアンリ登場回の一覧 

 
 

3．先行研究 

 先行研究に、堀（2019）がジェンダー表象との

関連について研究を行ったものが挙げられる。そ

の中で堀はハグプリについて、ジェンダーがテー

マではなく、作中の主なジェンダー表象はサブキ

ャラクターが担っているとしつつも、この作品に

はジェンダー、フェミニズムの要素が含まれてい

るものと断定している。その一方で堀は「子供む

け作品としての配慮」をしつつ、ジェンダー表象

は 1つの側面であり、作品の目的そのものではな

いとした。 

 
4．インタビュー調査の方法 
  調査対象者は未就学児の日常を客観的に考察

できる立場にある保育士とプリキュアシリーズの

メイン視聴者である年齢 3-9 歳までの子が選ばれ

た。インタビュー内容は大人と子どもの対象者で

異なるがどちらも 10項目とするとともにインタ

ビュー前にハグプリのアンリ登場回を視聴しても

らった。インタビュー中に各場面の写真を提示し

た。インタビューは Web を介してのオンラインで

1時間程度の半構造化面接法とした。 
表 2：調査対象者一覧 

 
 
5．インタビュー調査の結果  

 インタビュー調査の結果は表 3の通りである。

まず保育士へのインタビュー調査の結果、3人の
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保育士からは『「なんで男の子やのに女の子の服

着てるの」と疑問を持つのではないか』という意

見もあり、幼少期の子どもであってもアンリ像に

対して違和感を持つのではないかとの指摘があっ

た。この違和感について保育士によれば、すでに

男の子らしさ、女の子らしさを幼少期の子どもが

身につけている可能性があるからとのことであっ

た。また保育士は世代も若く、性の多様性として

の表象としてアンリをとらえている。 
 他方で、子どもへのインタビュー調査の結果か

らは、子どもはメインキャラクターに対する関心

が高い一方で、サブキャラクターへの関心は低

く、ほとんど印象に残っていないことがわかっ

た。すなわち、子ども自身がアンリという「性の

多様性」の表象をどのようにとらえているのかと

いう点については明らかにならなかった。 

表 3：調査対象者ごとの調査結果一覧（一部抜

粋） 

 
 

6．結果からの考察  

 保育士へのインタビュー調査の結果から、幼少

期においてすでに子どもにジェンダー意識が形成

されている可能性があり、今回の「性の多様性」

の表象であるアンリに対して、決して好意的には

受け入れられない可能性が示唆された。 

他方、子どもにとって最も好まれるキャラクタ

ーは、メインキャラクターであり、アンリ像は強

く意識はされておらず、子どもがどのような意識

を持っているかは明らかにならなかった。もしも

「性の多様性」の表象を作中で意識づけたいとす

るならば、サブキャラクターでは限界があるので

はないかということである。 

 アンリに子どもが注視していなかった要因とし

て、ミードによると、『子供の自我あるいは性に対

する意識は父、母、兄弟姉妹、友達などの「意味

のある他者」（significant other）の期待や相互

関係の中でかたちづくられる。』とされており、性

マイノリティとしての他者の存在が身近でなけれ

ばなかなか一般的な概念としては把握できないと

いうことが考えられる。 

 なお、子どもとの比較から言えば、保育士自体

は、「性の多様性」としてのアンリ像を理解してい

たと考えられる。 

 

7．政策的示唆  
ジェンダーの概念は 3,4 歳の小さいころから養

われることから、保育所・幼稚園に通う年齢から

ジェンダーを意識したジェンダーの公的な教育を

行う必要がある。また幼少期の子どもにとってジ

ェンダーの概念は他者との関係や他者からの影響

によって形成される。保育士へのインタビュー調

査の結果からも子供のジェンダー観を養うとき、

両親の適切な干渉は必要だと提言していることか

ら、私的な場所でのジェンダー教育も同様に重要

となる。 
ジェンダー教育が何歳ぐらいから行われるべき

かについては議論があるが、欧州諸国ではすでに

小学校から実施するのが当たり前になっているが、

本来、集団教育に入ってすぐその年齢に応じたジ

ェンダー教育を実施するのが適切であると考えら

れる。 
そこで、主にメディアにおけるジェンダー教育

教材の開発が重要となる。 
以上のことから、私たちは、2 つの政策を提案

する。 
1 つ目はジェンダーに対する意識や社会の多様

性を表現するアニメーションに対しての賞を創設

するということである。メディアの持つ公共性や

教育性を利用し、またメディア自身が子どものジ

ェンダーリテラシーを高める存在となるために、

行政などがインセンティブを与えることである。 

2 つ目の政策として、良いアニメ・絵本等のメ

ディアに幼少期の子どもとその保護者あるいは教

員等の大人と一緒に触れられる機会をつくること

を提案する。幼少期の子どもと大人が一体となっ

てジェンダーに対する意識や社会の多様性につい

て学ぶことができる場をつくりだすことが子ども

のジェンダーリテラシーを高めることにつながる。 
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子ども食堂を通した子どもの居場所づくり 
 

子ども食堂 大束ゼミ 

○川原知恵（Chie Kawahara）・安食志保（Shiho Anjiki）・熊谷真菜（Mana 
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（佛教大学社会学部現代社会学科） 

キーワード：居場所づくり、こころの貧困、メンバーの固定化 
 

1. はじめに 

近年、「子ども食堂」という名前がメディアなど

でも取り上げられ一般的に聞かれるようになって

きた。子ども食堂とは、地域住民や自治体が主体

となり、貧困や孤食の問題を抱えた子どもやその

他地域の子どもから保護者までに対して食事を提

供する場であるとされている。子どもの支援の一

環として取り組まれ、地域の交流拠点としても存

在している。こうした子ども食堂は実際にはどの

ように運営され、どのような課題を抱いているの

であろうか。フィールドワーク結果から課題解決

の提案を行いたい。 

 

2. 子ども食堂の現状と支援 

子ども食堂という取り組みに関しては、2019 年

の調査では、全国に約 3700 箇所で行われている。

2016年の調査の時点では約300箇所であったこと

から、この 3年間で約 10倍増えている。これは子

ども食堂が誰でも簡単に始められるという側面を

示している。この背景には子どもをめぐる相対的

貧困の問題がある。例えば厚生労働省によれば、

2018 年の子どもの貧困率は 13.5％、子どもの約 7

人に 1人が貧困状態にあるという。こうした貧困

環境にある子どもたち、そしてその保護者を支援

するために作りだされた枠組みが子ども食堂であ

る。そこには地域住民による地域福祉の考え方が

根底にある。 

 こうした貧困家庭支援から始まった子ども食堂

であるために、子ども食堂を利用することによっ

て周りの地域住民などから貧困家庭だというレッ

テルが張られてしまうのではないかというイメー

ジが付いてしまっているのも事実である。 

次に運営者にとっては金銭面という部分が大き

な課題となっている。子ども食堂を行うための場

所の利用料。スタッフなどの人材を確保する際の

人件費。食堂で食事を提供する際に最も重要な食

材の購入費。他にも、運営する際に必要になって

くる様々な費用が存在する。さらに、子供食堂と

いう存在があったとしても、実際に来て欲しい子

供達や親にその存在が知られていないという広報

面の問題も運営していくうえで大きな問題である

と言える。 

こうした子ども食堂に対して行政はどのような

支援を行っているのであろうか。以下では京都府

を例として見ていきたい。 

京都府では、生活に様々な課題を抱える家庭の

子どもが将来の希望や夢を持つきっかけとなる場

となり、食事や交流から居場所へとつなぐため「き

ょうと子ども食堂」事業として京都府内での子ど

も食堂の開設及び運営の経済的支援を行っている。 

経済的支援の一つである補助事業は募集期間を

定めて行っている。対象は、無償または安価で食

事の提供などを行う食堂で、毎月 1回以上、かつ

1 回につき 2 時間以上実施する法人及び任意団体

としている。補助金の支援は、次の 2種類がある。

１つ目は、150 万円を上限とし、実施日数に 1 万

円をかけたもの、または実際に要した経費の 3分

の 2のいずれか低い額としての運営費支援である。

2つ目は、上限 20万円または実際に要した経費の

3 分の 2 のいずれか低い額である開設費支援であ

る。 

京都府に見られるように行政は子ども食堂への

経済的支援に関する取り組みを積極的に行ってい

る。一方、貧困家庭イメージの改善についてはあ

まり行われていないようである。 

 

3. フィールドワーク調査から 

こうした子ども食堂をめぐる現状と支援につい

て実態の一端を明らかにするために、子ども食堂

に対するフィールドワークを 2020 年 9 月から行

った。ここで取り上げる H子ども食堂は京都市南

区にある。2016 年に立ち上げられ、小学生をメイ

ンに子どもの居場所づくりを目指して運営されて

いる。 

H子ども食堂の代表者に話を伺ったところ、H子

ども食堂は、「子どもの居場所作り」を第一目的と

しているため、貧困に対して直接アプローチして

いるわけではないとことである。子どもたちが子

ども食堂を通して居場所を見つけ一人でいる時間

が多くなってしまうことによって生まれる寂しい、

悲しいという感情、いわゆる「こころの貧困」か

ら子どもたちを守るということが、子ども食堂の

意義だと考えている。 

先に記述したように、子ども食堂には経済的貧
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困家庭支援のイメージが付いているが、H 子ども

食堂の代表者が語るように、実際は経済的貧困と

ともに「こころの貧困」も重要な問題である。ボ

ランティアに実際参加してみると、H 子ども食堂

はかなり地域に浸透していると感じる。H 子ども

食堂を楽しみにして毎週来る子どもたちや親子で

来る人たちもいる。「こころの貧困」対策として H

子ども食堂は十分に機能していると感じられた。 

しかし、ボランティアを行う中で、未だに「子

ども食堂＝貧困家庭」というイメージが拭いきれ

ていないと思われる場面にも遭遇した。私たちが

小学校の校門前で H子ども食堂のチラシ配りをし

ていた際、「こういうのはうちには関係ないってお

父さんに言われた」と呟かれ、チラシを受け取ら

ない子どもがいた。保護者が子ども食堂に対して

貧困の子どもたちが通うイメージを持っているこ

とで、周りから貧困家庭と思われたくないという

保護者が子ども食堂に子どもが行くことを躊躇す

ることが起こっているようである。「子ども食堂＝

貧困家庭」とイメージは、貧困家庭が必要な支援

を受けられないだけではなく、子どもたちにも「子

ども食堂＝貧困家庭」とイメージを刷り込むこと

で、子どもたち同士の分断を招いている恐れがあ

る。 

一方、金銭面については、H 子ども食堂では行

政からの助成金があり、開催場所は地域が無償で

提供し、食材費も助成金で足りているという。た

だ、スタッフの人件費については助成金からの支

給ができないため、子ども食堂の運営はボランテ

ィアに頼る形となっている。 

 さらに、新たな問題として、新しい子どもたち

や親子が来ることが難しいとも語っている。子ど

も食堂に来る子どもたちはほぼ固定化されている。

子ども食堂を知るきっかけは子どもの口コミや、

SNS があるが、特に子どもの口コミが有力であり、

友達に誘われて来た子どももいる。こうした口コ

ミで集まる子どもたちによるアットホームな雰囲

気は H子ども食堂の魅力となっているが、新しい

子どもが訪れるには少し行きづらさを感じると思

われる。 

 

4. 提案 

先行研究と調査結果を踏まえ、子ども食堂の運

営に関して提案を行いたい。 

第一に、「子ども食堂＝貧困家庭」とイメージの

払拭である。子ども食堂の運営は地域の社会福祉

団体、自治体や大学生ボランティアなどを中心に

行われており、地域内の保護者の協力が僅かな場

合が多い。このことが子ども食堂は経済的貧困だ

けではなく「こころの貧困」にも対応していると

いう理解を妨げているのではなかろうか。加えて、

2010 年代頃より子ども食堂がマスメディアで多

く報じられた際、子ども食堂＝貧困層の子ども達

が集まる場所といった一種のスティグマを含んだ

マイナスのイメージが先行している部分が見られ

た。こうした実際に子ども食堂を体験していない

人々を減少することが、子ども食堂に対する理解

を進めることになると考える。つまり、地域内で

の連携を密に取り保護者や地域の大人たちに子ど

も食堂を知ってもらうこと、地域と連携すること

が必要である。具体的には、子ども食堂を知って

もらうために回覧板を利用し、親世代に幅広く広

報する等が考えられる。 

また学校において「子ども食堂＝貧困家庭」を

払拭する教育を行うことも効果的である。例えば、

学校の道徳の教材で「こころの貧困」を扱うこと

によって、子どもたちが感じている寂しい悲しい

といった気持ちに寄り添い、子ども食堂などのこ

ころの拠り所となる場所を見つけるための導入を

促すことができると考えられる。 

金銭面では、子ども食堂の人件費は助成金で賄

うことができず、ボランティアでの参加が余儀な

くされている。子ども食堂を利用している世帯の

親は共働きの場合が多い。政府が子ども食堂の人

件費を支給、もしくは仕事化することによって、

勤務地自体が子ども食堂になり、共働き世帯の子

どもたちの孤食解決にもつながると考えられる。 

子ども食堂来場者の固定化については、H 子ど

も食堂では、Facebook やホームページで子どもの

居場所づくりとしてイベントなどの情報を発信し

ている。しかし、実際に子ども食堂に足を運んで

いるメンバーが固定化されているため、情報があ

まり行き届いていないのが現状である。子ども食

堂に参加している子どもの大半は地域の学区内に

いることが多いので、学童保育のように各家庭や

地域社会がお互いに協力し合える環境づくりが必

要になってくると考えられる。 
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貧困家庭の児童への低栄養対策 
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植村 茉由（Mayu Uemura）・金川 彩楓（Ayaka Kanagawa） 

佐々木 優（Yuu Sasaki）・中村 美月（Mizuki Nakamura） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：子どもの貧困、宅食、民生委員・児童委員 
 

1. 【問題意識】 

 現在、日本の子どもの 7人に 1人が相対的貧困

家庭に属する。厚生労働省によると、子どもの相

対的貧困率（17歳以下）は 13.5%で、2015 年の

13.9％からほとんど改善していない。また、貧困

世帯の子どもの食事の栄養は偏る傾向にある。農

林水産省によると貧困世帯の子どもが、インスタ

ント麺を週に一回以上食べると答えた割合は一般

世帯の 2.7 倍、さらに野菜を食べる頻度が低いと

答えた割合は 2.0 倍であった。 

 子どもの食事支援として代表的な「子ども食

堂」は、貧困の子どもたちへの食事支援や居場所

作りを行っている。しかし、アウトリーチ型支援

の「子ども宅食」(後述する)の 2019 年度報告書

によると、子ども宅食利用者の中には、周囲に支

援を受けていることを知られたくないため、子ど

も食堂を利用しない世帯が全体の半数以上存在す

る。また、包括的アプローチであるが故に、本当

に支援を必要とする家庭だけに支援を行うことは

困難である。このように、子ども食堂だけでは救

いきれない子どもたちが存在すると想定される。 

 そこで、私たちは栄養のあるご飯を、必要とし

ている子どもたちに届けることを目指し、現在行

われている子どもの貧困に対する支援活動や、宅

食サービスについて研究を行った。 

2. 【現状分析】 

 今回私たちは、「子ども宅食」、「ふれあい給

食サービス」にヒアリングを行った。 

 子ども宅食とは、生活保護や就学支援の受給世

帯を対象に、2ヶ月に一度、無償で日用品や食品

を届けるサービスである。子ども宅食は自宅まで

直接届けるため、貧困であることを周囲に気付か

れる心配がなく、必要な家庭にのみ支援する選別

的アプローチが可能である。私たちは 10月 18 日

に「京都子ども宅食プロジェクト」でフィールド

ワークを行った。実際に参加し、このプロジェク

トは支援物資の量やボランティアの人数、資金の

面でも充実していると分かった。一方で、この活

動の本質的な目的は、支援物資を届ける際に家庭

が抱える課題等を発見することであり、レトルト

食品が中心に配布されているため、栄養面はあま

り配慮されていないことも分かった。 

 次に、「ふれあい給食サービス」について、10

月 23 日に京田辺市の社会福祉協議会にヒアリン

グを行った。対象は、主に 70歳以上の高齢者世

帯等で、本人からの申請と民生委員・児童委員

（以下、民生委員という）からの現状報告書の提

出で受給が決定する。このサービスの利用料は無

料である。弁当は総勢 35名のボランティアグル

ープ「あじさい」が調理しており、週替わりで組

まれる 5〜6人のボランティアで 1回あたり約 40

世帯分の弁当が作られている。その弁当は民生委

員によって各家庭に届けられ、その際に高齢者の

健康状態の確認等を行う。宅配を担っている民生

委員は、厚生労働省から任命された特別公務員で

ある。現在京都市では、2,728 名が委嘱されてお

り、地域の見守り等を行っている。彼らには守秘

義務があり、地域の住民の個人情報は固く守られ

ている。 

3. 【政策提言】 

以上の現状調査を踏まえ、私たちは、相対的

貧困家庭の児童に栄養のある食事を届ける「すこ

やか宅食『TSUNAGU』」の導入を提案する。 

具体的なフローは次のとおりである。 

①小学校の担任教諭から得た児童の様子と、保健

教諭から得た健康診断の記録をもとに、半年に１

度支援が必要と思われる児童を保健教諭が民生委

員に報告する。これらの情報と民生委員が持つ市

の公的支援受給の有無や世帯収入等の情報を勘案

し、宅食が必要と考えられる世帯に民生委員が訪
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問する。宅食が必要であると判断した場合は、宅

食サービスを提案する。そして、宅食を希望した

世帯からの自己申請と民生委員が作成した対象世

帯の現状報告書によって受給を決定する。 

②中学校区単位で調理ボランティアを募り、集ま

った人員で弁当を作る。弁当は栄養士が献立を考

案し、各学区にレシピを配布する。食材は、月に

一度中学校区単位で地域住民から寄付を募る。ま

た、社会福祉協議会が京都府から委託を受け、運

営されている「きょうとフードセンター」を通じ

て得た食材も併せて使用する。10月 29 日にヒア

リングを行ったところ、このセンターは子どもの

支援を目的とした団体に食材の提供を行っている

ため、私たちの政策にも適応可能であると分かっ

た。寄付で賄い切れない食材や調理場所等は、社

会福祉協議会が市の援助を受けて用意する。 

③民生委員が担当地域の受給世帯へ週に一度訪問

し、個別に弁当を届ける。その際、家庭内問題の

有無を確認する。受給対象は小学生に限定する。 

④家庭の問題を発見した際、専門性が必要な場合

は公的機関につなぐ。問題が深刻でない場合は民

生委員が見守りを続ける。 

以上が提案する政策のフローである。 

京都市の小学生は約 64,930 人であり、市の相

対的貧困率から相対的貧困とされる児童は約

8,116 人と割り出される。このことから、65 の各

中学校区に平均して約 124 人の対象児童がいると

考えられる。しかし、伏見区での子ども宅食にお

いて、400 世帯に案内を送付したうち、利用した

のは約 3 割の 135 世帯であった。このデータか

ら、当政策では各学区に平均約 40 人の小学生が

支援を受給すると考えられる。ふれあい給食サー

ビスの現状を考慮しても、各中学校区に 5〜6人

のボランティアがいれば十分に対応することがで

き、ボランティアを募ることは現実的である。以

上のことから、対象児童は小学生であるが、調理

ボランティアは中学校区ごとに一括して募ること

で、216 の小学校区で募るよりも調理場所の確保

や食材収集がより効率的になる。また、ふれあい

給食サービスの費用は、40世帯分を作る場合 1

回あたり約 2万円であるため、当政策で弁当を作

る際に各学区でかかる費用も 1回あたり最大約 2

万円になると考えられる。 

加えて、3ヶ月に 1度、地域の小学生や住民、

ボランティアが食材を持ち寄り調理するイベント

を開催する。開催するメリットとして、政策の認

知度向上による、地域住民からの寄付の活発化が

挙げられる。さらに、共に食事を楽しむことで交

流の場が生まれ、地域コミュニティの構築やボラ

ンティアのやりがいに繋がると期待される。 

〈「モデル地区」の導入〉 

この政策を実現するための誘導策として、モ

デル地区の導入を提案する。中学校区単位でボラ

ンティアを募り、人員が確保できた地区をモデル

地区の対象とする。市は、HPや新聞等を使用し

てボランティアを募集する。 

4. 【展望】 

私たちの政策は、実際に多くの地域で行われて

いる高齢者配食サービスを適用しているため、政

策の実現可能性が高い。児童に栄養のある弁当を

届けることで、貧困世帯の子どもの健康状態の改

善につながる。同時に見守りも行うことで、家庭

内のその他の問題発見にもつながり、深刻な問題

に発展する前に子どもたちに救いの手を差し伸べ

ることも期待できる。さらに、モデル地区での取

り組みが京都市に広がれば、京都市全体で栄養状

況の改善が見込めるだろう。 
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京都ソリデールの事業拡大 
－ひとり親世帯の貧困解決に向けて－ 

 

 京都産業大学八塩ゼミ京都ソリデールチーム 

○中野真子(NAKANO MAKO)  柄川夏葉(EGAWA NATSUHA) 田村莉帆(TMURA RIHO)  

山口永吉(YAMAGUCHI EIKICHI)  桶師崇平(OKESHI SHUHEI) 

馬渡菜々子(MAWATARI NANAKO)  村島健仁(MURASHIMA KENTO) 

（京都産業大学経済学部経済学科） 
キーワード：京都ソリデール、ひとり親世帯、PR 

 
１-１ はじめに 
私たちのチームは京都ソリデール事業拡大及び

ひとり親世帯の貧困の解決につながる改革案につ

いてまとめた。京都ソリデールとはお年寄りの住

居の空き部屋を大学の下宿生に対して安く提供す

るためのマッチング事業であり、京都府が実施し

ているものである。この事業は空き家問題の解決

やお年寄りの見守りにもつながり、大学生の経済

的支援として有効的な手段である。私たちはこの

システムを活用し、現在深刻であるひとり親世帯

の住居問題及び、経済的支援に拡張することを考

えた。この案は京都ソリデール従来のメリットに

加え、日中働くひとり親に代わって、お年寄りに

子供の見守りをやってもらう点においても有効で

ある。さらに、京都ソリデール事業の PR 活動改革

案も提案する。少子高齢化が進む社会の中で高齢

者世帯と若い世帯が助け合えるようなシステム作

りに貢献できる内容をまとめた。 
 
１-２ 概要 
京都ソリデールとは京都府地域創生戦略に基づ

く新しい住宅施策として、高齢者宅の空き室に低

廉な負担で若者が同居・交流する次世代下宿事業

である。2016 年から高齢者と大学生のマッチング

が開始された。2020 年 3月末の時点で事業による

同居大学生の実績は計 36 名となった。下宿との

違いは同居までに面談や交流会が行われ、同居後

も事業者によるフォローがある。令和二年度予算

が委託費等で 430 万円となっている。 
 
２ 現状分析 
 現在、京都府が事業を委託するマッチング事業

者は 6社存在しており、対象地域は京都市を中心

として事業者によって異なっている。2018 年の実

績ではソリデール事業への希望高齢者世帯 32 世

帯に対して希望大学生は 31 人であった。そのう

ち、実際にマッチングがなされたのは 21 組だっ

た。事業者による若者とお年寄りの交流会や、マ

ッチング業者別相談会などが定期的に開催されて

いるが、実際にお試し同居などを通じることでお

互いの希望が合わず同居に至らないこともあり、

需要に対して部屋を提供する側の供給が十分では

ない部分もあると思われる。また、貧困世帯に向

けた福祉型もある。京都府では、経済的に厳しい

ひとり親家庭や生活困窮世帯の大学等に進学する

意志のある子供が、進学を諦めてしまうことのな

いよう、「京都ソリデール」事業を積極的に活用

し、下宿に入居する場合する場合の家賃（月額賃

貸料）の一部を助成（減額）している。 

 
３ ひとり親世帯の現状  

 

図 1：ひとり親世帯の現状 

 

 

図 2：平均年間就労収入（万） 
 

次に、ひとり親世帯の経済状況について述べる。 

2015 年厚生労働省資料によると全国の母子世帯

数は 123万世帯、父子世帯数は 22万世帯である。

図で示したように、平均年間就労収入が母子世帯
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は 181 万円、父子世帯が 360 万円であり、一般世

帯に比べて非常に低い。持ち家率が母子家庭は

29.8％。父子世帯が 66.8％である。また、養育費

を受け取れない母子世帯も 20％近くに及ぶ。その

結果、ひとり親世帯の相対的貧困率は 54.6% とな

っており、ひとり親世帯の貧困は深刻である。 

ひとり親世帯向けのシェアハウスなども展開さ

れているが保育園近くの住居でないと子育ての上

で住みにくいため、そこに住める世帯は限定され

てしまうという問題もある。 

 

４ 政策提言  

以上より、ひとり親世帯に向けた京都ソリデー

ルの対象拡大と住居の供給不足解決のための新た

な PR 活動という 2 つの改革案を提案する。 

 

4-1 対象拡大  

京都ソリデール事業をひとり親世帯にも拡大し

地域内で住居を提供し合うことでひとり親世帯の

住居問題解決を図る。また、日中子供の見守りを

必要とするひとり親世帯も多く存在するため、こ

の案は子供の見守りも兼ね、安くて質の高い部屋

を提供することで、経済的にも生活環境の面でも

支援が期待できる。また、家賃の安い部屋を借り

ている期間を確保することで教育費や生活費の貯

蓄などに活用されることも期待できる。 現在の大

学生とお年寄りの交流に若い子育て世帯や子供を

加えることで、さらなる地域住民同士の交流や空

き家問題の解決につながるのではないだろうか。  

 

4-2 お年寄りへの PR  

事業の対象を拡大するにあたり、お年寄りから

の住居の提供をさらに確保するために京都ソリデ

ール事業の PR イベントを新たに提案する。現在

も相談会などは定期的に行われているが認知度は

まだまだ低く相談だけでは分からないことが多い。

そのため、実際に足を運んで京都ソリデールを体

験できるようなモデルルームイベントを提案する。

現在もお試し同居は行われているが、もっと気軽

に体験できるような機会を設けることが家を借り

る側にも貸す側にも有効であると考えた。事業に

参加したことがある家や参加する意思のある家は

このイベントに参加し、家を提供したいと思って

いる人、部屋を借りたいと思っている人双方への

PRが期待できる。家を貸そうと考えているお年寄

りの後押しにもつながる。イベント実施期間は春

と秋の年 2 回程度を想定しており、1 日に数時間

程度提供する家を開放し、実際に部屋を見たり相

談会を同時に実施したりする。マッチング業者を

通して希望者は予約を行う。京都ソリデール事業

及び PR イベントの広報活動としてはホームペー

ジによる宣伝と、京都市バスや地下鉄などの公共

交通機関でのポスター広告も同時に行う。 

 

５ 流れ  

現在行われている学生向けの事業に加えて、ひ

とり親世帯への部屋の提供を始める。一緒に暮ら

す子供の対象年齢は 3歳程度からを想定しており、

子供の人数や細かいルール決めなどは双方の話し

合いと合意のもと決定する。また、契約期間は現

在の学生向けの事業は１年となっているが、ひと

り親世帯向けのものは子供が学校に通う期間を考

慮して実際に住む期間は最大 3年程度でその期間

内で相談して決める。また、PRイベントを新たに

行うことで供給を確保するとともに、生活困窮世

帯の選択肢のひとつとしてこの事業を活用する機

会を確保する。しかし、対象をひとり親世帯へ拡

大することで新たな課題が考えられる。子供も共

同生活の対象に入ることでお年寄りの負担増加や

責任の所在明確化が一層重要になる。この面でも、

慎重にマッチングを行う必要がある。 

 

６ 展望  

京都ソリデール事業を学生だけでなくひとり親

世帯などに対象を拡大することで、高齢者世帯の

空き家、ひとり親世帯の貧困などの社会問題解決

の糸口になると考える。また、供給不足への対応

として PR 活動を積極的に行い、知名度を上げる

必要があると考える。 

私たちが提言する改革案によって、京都ソリデ

ール事業が全国的に広がるきっかけとなり、大学

生やひとり親世帯の経済的支援の選択肢のひとつ

として活用されていくことを期待する。 
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higata.html 
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IoT を用いた潜在的いじめの明確化 
-潜在的いじめ発見へのあしがかり- 

 

同志社大学真山ゼミチーム 3 

〇植村康平(Uemura Kohei)・川邊裕大(Kawanabe Yudai)・木村颯太(Kimura Sota)・澤田

真央(Sawada Mao)・藤原志保(Fujiwara Shiho)・松尾有紗(Matsuo Arisa)・由良恭子

(Yura Kyoko) 

 (同志社大学政策学部政策学科) 

キーワード：教育、いじめ、IoT 

 
１.目的  

(1)問題意識  

 今日、コロナウイルス感染症拡大により、医

療従事者の子どもや、感染者に対してのいじめ

が発生している。文部科学省によると、感染者

へのいじめや学校への誹謗中傷が起きている

（朝日新聞2020年8月 25日）。コロナ禍によ

って、いじめ問題は複雑かつ深刻になっている

ため、社会全体で対応していく必要がある。そ

こで、こどものいじめに関する研究を行った。 

 

(2) 現状分析  

 近年いじめの件数が爆発的に増えているが、

「いじめ」に対する定義づけが年々変容してい

る事も一因になっている。1986年時点では「自

分より弱い者に対し、身体心理的攻撃を継続的

に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」

であり、かつ「学校としてその事実を認めてい

るもの」を「いじめ」としていたが、2013年に

は「心理的又は物理的な影響を与える行為であ

り、対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じ

るもの」と変更され、いじめの定義の範囲が広

義になった（竹田 2020）。  

他方で、いじめ行為を完全に発見することは

不可能とされている（URL2）。つまり、現状で

は、いじめを正確に把握することは難しく、そ

もそも認知されていないケースもある。  

 

(3)課題  

 いじめが長期に渡れば、子どもの心の発達に

極めて重大な影響を及ぼし、いじめられた体験

の影響は、簡単に消失するものではなく、成人

した後までも継続的な影響を及ぼすことが報告

されている (亀田，会沢，藤枝 2017) 。しかし、

文部科学省や教育委員会によって、いじめの認

知件数は公表されているものの、いじめの発生

した明確な状況や時間、対象が明確に把握でき

ていない。そこで、いじめ問題を解決する前提

として、いじめについて可能な限り詳細な情報

を得られるような仕組みを作るべきであると考

える。 

 

２.解決方法  

(1) 政策提言   

 我々は、この課題を実現するために、IoT 技

術を用い、心身の状態を把握することでいじめ

を正確に発見する手法の導入を提案する。 

 

(2) 具体的手法  

 本論では、総務省「IoT 活用にてこども園に

おける成長への切れ目のない支援事業」として

大阪府八尾市で実施された「スマートキッズ

City “YAOCCO”－成長への切れ目のない支援

事業」（URL1）を参考にする。この事業では、

子どもにスマート測定器を装着し、測定器から

健康データ（身長、体重、体温）と、バイタル

データ（位置情報、脈拍、心拍、血圧、歩数、

ストレス度）を検知する。その中で、脈拍、血

圧、心拍のデータを抽出し、AIと専門家が分析

することで、いじめ、発達障害やDV等の兆候を

捉えることを目指す取り組みであった（URL1）。 

そこで、私たちはこの総務省の事業をヒント

にいじめの早期発見にIoTやデジタルデバイス

を活用することで、いじめの兆候を発見するこ

とに繋がるのではないかと考えた。 

  

(3) 負の側面 

 ここで、この政策の問題は大きく分けて2つ

あると考える。まず、第一に子どもの立場での

問題である。八尾市で行われた事業では、未就

学児のみを対象に試験的に導入したものである

ため、リーダー的な子どもが受け入れると、周

りの子どもたちも追従したという。しかし、子

供間コミュニティにおいてリーダーシップを持

つ子どもが受け入れない場合、同一コミュニテ

ィに所属する子ども全員が受け入れてくれない
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可能性もある。しかも、就学児に導入した時に

未就学児のように、快く受け入れてくれるとは

限らない。いかに受け入れてもらえるようなデ

ザインや説明をするかが課題になる。 

 子どもたち自身にはまだ個人情報やプライバ

シー保護という意識がないかもしれないので、

「おもしろい」、「格好悪い」あるいは「じゃ

ま」ということでの判断になる可能性がある。

しかし、個人の心身のデータを採ることは、プ

ライバシーに大きく踏み込んでいることになる。

したがって、強制やごまかしによる装着を進め

てはならない。 

 いじめという深刻な人権問題を解決するため

とはいえ、そのための手法が人権侵害をしてし

まっては本末転倒になる。 

 第二に、データ管理に関する問題である。子

どもの個人情報の管理に関しては、母子健康手

帳データ化推進協議会へのヒアリング調査

（2020/10/9 実施）によると、保護者の一番の

懸念点であることがわかった。この事業で個人

情報を管理しているのは、市役所、管理委託し

ている協議会、子ども園の３つの機関である。

また、保護者が子どものデータを確認するため

には、カードが必要であり、そのカードは、ワ

ンタイムパスワードと同じ仕組みを採用してい

る。だが、個人情報が必ずしも漏れないわけで

はない。よって、安易にこの政策を導入すると、

新しい別の問題が発生する可能性がある。 

 データ管理については、漏洩だけでなく、情

報の目的外利用のリスクもある。本稿では、い

じめの発見という目的で提案しているが、心身

のデータは他にも利用可能である。誰がどのよ

うな目的で利用するのかを明示し、あらかじめ

関係者の同意をとっておくとともに、蓄積され

たデータについては、個人情報保護の観点から、

本人や保護者のアクセス権・コントロール権を

明確にしておく必要がある。 

 

３.まとめにかえて 

 子どもたちの間で起こるいじめを、学校の教

師をはじめ大人たちが完全に把握するのは難し

い。しかし、気付かなかったということでは許

される問題ではない。大人たちとしては、そも

そもいじめが起こらない環境を作ることが一番

の課題であるが、その理想的な状態を生み出す

のはそう簡単ではない。そのため、並行して現

在のいじめを早期に発見し、それへの対応を進

めることも必要である。 

 本稿では、政府を挙げてデジタル化を進めよ

うとしている現状に鑑み、いじめの発見のため

にIoTを活用することをあえて提案した。しか

し、IoT などの新たな手法には留意すべき問題

点もあることを強調している。前例や常識に捕

らわれることなく、積極敵に新しい試みを採用

することが重要であるが、デメリットやリスク

についても慎重かつ真摯に検証し、関係者が議

論することが重要である。 

 

 

＜参考文献 ＞ 

1.亀田秀子，会沢信彦，藤枝静暁（2017）「わが国のい

じめの長期的影響に関する研究動向と展望―1980 年

から 2016 年までの学術論文・大学紀要論文における

研究の動向と課題―」『教育学部紀要』第51集、333-

347ページ  

2.竹田敏彦（2020）「いじめを無くすためにはどうすれ

ばよいのか-傍観者を仲裁者に変える-」『安田女子大

学紀要 』48号、147-158ページ  

 

＜参考URL ＞ 

1.総務省「スマートキッズCity Yaocco-成長への切れ目

のない支援事業【医療・福祉、教育】」  

https://www.soumu.go.jp/midika-iot/admin/ 

wp-content/uploads/2017/03/midika-iot-h28-seika-

8.pdf  

2.文部科学省国立教育政策研究所「いじめの『認知件数』」 

https://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaf11.pdf 

3.文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に関する調査結果の概要」 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000021

332.pdf  

 

＜参考新聞記事 ＞ 

「『感染者責めないで』文科相、いじめや誹謗中傷に声

明」朝日新聞2020年 8月 25日  
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地方における若者のためのサードプレイスの必要性 
‐兵庫県朝来市での実践事例を踏まえて‐ 

 

福知山公立大学 地域経営・杉岡ゼミ 

○西田光輝（NISHIDA Koki）・青木英里奈（AOKI Erina）・水田嶺央（MIZUTA Reo）・

飯井誠道（OMOI Seito）・山本祐輔（YAMAMOTO Yusuke） 

（福知山公立大学地域経営学部地域経営学科） 

キーワード：サードプレイス、居場所づくり、中高生 
 

１． はじめに 

サードプレイスとは、アメリカの都市社会学者

であるレイ・オルデンバーグが 1989 年に提唱した

言葉であり、あらゆる人を受け入れる「とびきり

心地の良い場所」を指している。「第一の場所」を

家、「第二の場所」を学校とした場合、そのいずれ

でもない場所ということになる。その場所にいる

のは家族でもなくクラスメイトでもない地域の住

民であり、世代や価値観を超えた様々な人たちで

ある。サードプレイスは交流型やマイプレイス型

など多様なタイプがあるが、何かをやらないとい

けないといった目的や決まったルールはない。子

供達が学校や家庭では全く体験できないことを挑

戦したり「やってみたい」と思ったことが実現で

きたりするような場所である。近年、若者の自己

肯定感や積極性の欠如が目立ちコロナウイルスで

他者との交流が少なくなっている中でこの様な経

験を蓄積したり、あらゆる人とつながりを生み出

したりできる場として改めて注目されている。し

かし、サードプレイスの事例の多くは都市の事例

が多く、地方の事例や若者を対象とした事例が少

ない。そこで本稿では地方における若者のための

新しいサードプレイスのあり方を検討する。 

 

２． 先行研究 

Google Scholar で「サードプレイス」と検索

すると、約 488 件の文献がヒットした。筆者らの

研究対象としているサードプレイスは地方におけ

る中高生の集いの場の先行研究としており、その

観点からは、小林重人・山田広明（2014）がある。

この研究では、マイプレイス志向の若年者を地域

社会へとつなげるため、交流型とマイプレイス型

の両方を併設したサードプレイスの創出モデルが

提案されている。また、そのモデルに基づいて非

常設型カフェを開設し、来場者にアンケートした

結果から、10－30 代の若年者の来場者の目的は、

「同伴者との交流 20人（54.1％）」が最も多く、

次いで「自分の時間を過ごす 15人（40.5％）」が

多く、最後に「他の来場者と過ごす 2人（5.4％）」

となった。このことから、交流型よりもマイプレ

イス型の 1人で過ごしたい人が多いことがわかる。

本研究の結論としては、このカフェで知らない人

と交流した人は 1名であり、目標であった「若年

者が地域社会へ関心を高める場」にできたとは言

い難いということであった。若年者を確保するな

ら、「自分の過ごせる場所を作ること、人間関係が

完全固定されていない開かれた場所を創出するこ

と、地域の資源や良さに触れるきっかけを作るこ

と（同上、p.11）」が有効ということであろう。 

 

３． 中高生のサードプレイスにおける先行事例 

地方における若者のためのサードプレイスの

先行事例の 1つに、子ども食堂がある。子ども食

堂とは、「地域の大人が子どもに無料や安価で食事

を提供する、民間初の取り組み」で「貧困家庭の

子どもが安心して過ごせる場所」として始まった。

農林水産省（2018）によると、運営形態として、

地域コミュニティに密着した団体やボランタリー

な活動を行う任意団体の運営が多い。子ども食堂

が重視していることは、「多様な子供たちの地域で

の居場所づくり（78.8％）」であり、子どもの居場

所づくりについて重きを置いていることが分かる。

内閣府沖縄振興局（2018）によれば、「この居場所

に来てよかったと思うか」の質問に、居場所を利

用する子の 67.1％が、「そう思う」と答え、「どち

らかといえばそう思う」の 17.8％を合わせ 9割弱

が肯定的であり、保護者の答えも 9割以上が肯定

的であった。なかでも肯定的な回答内容は、「居場

所に来てから友達が出来た」というのが 83.4％で

最も多く注目に値する。このことから、子ども食

堂は交流型のサードプレイスであり、友人同士や

大人とのつながりを作り、生活や学習面で良い影

響を与えていると言える。 

 

４． 実践事例 

兵庫県朝来市では、近隣の中高生を対象に、新

たに中高生の主体性を育む場所として、2018 年 10

月からサードプレイスを運営している（生野地域、

山東地域の 2地域）。筆者らも立ち上げ当初から参

与観察し、また運営のお手伝いをしてきた。ここ

での過ごし方は、おしゃべりをする、勉強する、

本を読む等使い方は、人それぞれである。利用す

る中高生たちが、それぞれにとって、居心地がよ

く安心でき、自分らしくいられる場所づくりを目
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指している。とはいえ、参加者が少ない、固定化

されているという課題があり、そこで、筆者らは

山東地域のサードプレイスを対象に市民の方、10

代～60 代以上の 25 人を対象に、サードプレイス

についてどのように考えているのかについてのア

ンケート調査を行った（2020年 10月10日実施）。 

まず、「サードプレイスを知っているか」という

問いに対して、「知っている 14人（56％）」と半数

が知っており、「聞いたことはあるが内容は知らな

い 8 人（32％）」と合わせると、22 人（88％）が

聞いたことはあるということが分かる。すなわち

認知度は高い。次に、「中高生の頃にサードプレイ

スはあったか」という問いに対して、「はい 12人

（48％）」、「いいえ 13人（52％）」と若干「いいえ」

が上回った。具体的にカフェ、交流プラザ、ゴル

フ場、文化会館、地域のサッカークラブとのこと

であった。続いて「現在サードプレイスと呼べる

場所があるか」という問いに対して、「はい 19人

（76％）」、「いいえ 6人（24％）」と 8割弱もの人

に何かしらのサードプレイスがあることが分かる。

具体的には、居酒屋、カフェ、図書館、ジム、ま

ちづくり団体とのことであった。このことから、

朝来市民の多くの人には、サードプレイスを認知

し、また過去から現在まで活用し、生活に密着し

ている可能性が高い。 

 

５． 政策提案 

それでは、これまでの先行事例、実践事例を踏

まえ、最後に今後の地方における若者のためのサ

ードプレイスのあり方について 3点提言を行う。 

1 点目は、公共性が高い交流型サードプレイス

として図書館を活用するという提案である。地方

にも数多く存在する施設として図書館がある。元

来、図書館は、本を読んだり、貸し借りしたりす

る場所である。しかし、最近はカフェを併設する

図書館も多く、若者専用のゾーンを創設する図書

館もある。都市ではカフェなどが気軽に話し合え

る場所があるが、地方は喫茶店など常連の高齢者

が集う場所はあるものの、分煙ができていないな

ど若者は寄り付きにくい雰囲気がある。よってど

の地方にも存在し、公益性が高い、図書館を地方

における若者が集うサードプレイスとして活用す

ることを提案する。 

 2 点目の提案は、若者を主たるターゲットにし

つつも、サードプレイスの本義である多世代の多

様な交流を生むための提案である。例えば、朝来

市で言えば、｢やなせ未来会議｣という多世代の住

民が交流するワークショップの機会がある。こう

した事業とサードプレイスを組み合わせてはどう

だろうか。実践事例にも記載しているアンケート

調査の結果から、「サードプレイスを知っているか」

という問いに対して、「知っている 14人（56％）」

と半数が知っていることもこの追い風となろう。 

3 点目は、デジタルの導入である。現在は、コ

ロナ禍にありオフラインでの交流の機会が減少傾

向にある。一方、この１年で急速に進んだ講義や

会議のオンライン化で、多くの人がデジタルに慣

れつつある。仮にリアルなサードプレイスに物理

的・経済的・心理的理由で参加できなくても、オ

ンラインでの参加が可能となれば、分母はより広

がるだろう。ただし、若者を対象にするならば、

オンラインのための通信環境や通信にかかるコス

トの整備が不可欠である。 

 いずれにしても、今後の地域づくりの鍵は地域

の人材である。その担い手発掘・育成のためにも

地方の若者の自己肯定感の向上やシビックプライ

ドの涵養、ひいては将来のUIターンのためにも政

策は今後ますます重要になるであろう。地方にお

ける若者のためのサードプレイスはその一つの有

効なツールとなると思われる。 
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ＥＢＰＭにおけるデータ活用の落とし穴 
－学校教育を例に－ 

 

真山ゼミ 4班 

大坪真悠（Mayu Otsubo）・〇加藤蒼生(Aoi Kato)・下川遥香（Haruka Shimokawa） 

間野朱音(Akane Mano)・三宅隆雅(Ryuga Miyake)・米沢玲来(Tamana Yonezawa) 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：学校教育、ＥＢＰＭ、定性評価 

 

１． 研究の背景・目的 

EBPM とは、Evidence Based Policy Making の

略称で、エビデンス（＝根拠）に基づく政策形成

を意味する。英国の医療に端を発する EBPM は、日

本国内においても、近年急速に議論が進んでいる。

2018年には内閣府にEBPM推進チームが設置され、

経済財政運営と改革の基本方針 2019にも EBPM の

推進が示されている。 

一方で、EBPM がどの政策領域においても必ずし

も有効であるとは限らない。そこで、本稿では、

数値化や定型化が難しい学校教育においては、

EBPM を導入することが困難であることと、併せて

どうすれば真価を発揮できるのかを整理するこ

とを目的とする。 

 

２． わが国におけるＥＢＰＭの現状 

現在は主に中央政府が中心となって EBPM を推

進しているが、先進的な地方自治体でも EBPM の

導入が見られる。 

群馬県前橋市では東京大学、帝国データバンク、

三菱総合研究所と連携協定を締結し、データを活

用した「超スマート自治体」を目指す協議会を設

けている（高﨑・能瀬 2019）。また、神奈川県葉

山町ではゴミ問題に対してランダム化比較実験

を用いて問題の原因を特定するなど効果を上げ

ている（URL1）。 

従来の政策形成方式である「勘・経験・思いつ

き（K・K・O）」から根拠に基づいた新しい政策形

成方式である EBPM への転換が地方でも始まって

いる。 

学校教育においても、文部科学省は EBPM を政

策立案過程に活用するため、外部有識者を招いて

省職員を対象に EBPM 研修を行っている。 

 

３．ＥＢＰＭと学校教育の齟齬 

大屋雄裕は EBPM が適さない政策領域として、 

➀対象が少ない 

②結果や分析に時間がかかる 

③はっきりした因果関係が証明できない 

④調査が人権を侵害する 

の４点を指摘している（大屋 2019）。これらは学

校教育の特性と合致すると考えられる。その点を

以下に検討する。 

➀に関して、学校教育は全国的に共通した制度

を持ち、対象も膨大でありことから、EBPM に適し

ているように思える。しかし、分析の対象となる

データを蓄積しているわけではなく、新たにデー

タの収集が必要となる。また、「教育政策に本当に

求められているデータ」について明確な解が得ら

れていない（榊原岳 2020）。 

②に関して、「全国学力・学習状況調査」で、短

期的な視点では学力の変化を測定可能である。し

かし、「教育は国家百年の計」といわれるように、

教育の真の成果を観察するためには長い時間が

必要であることに留意する必要もある。 

③に関して、まず「学校教育の目的は何か」を

議論しなければならない。文部科学省は教育基本

法に基づき、教育を「個人の価値を尊ぶという認

識に基づいて、人間のあらゆる能力を、できる限

り、しかも調和的に発展させる」としている（URL2）

ことからもわかるように、学校教育の本質は、学

力といった視認可能な成果だけでは評価し難い。 

④に関して、EBPM においてはランダム化比較実

験（以下 RCT）によって得られるデータの精度が

高いとされるが、学校教育で採用するには倫理的

な壁が存在する（高﨑・能瀬 2019）。RCT は策を

講じるグループとそうでないグループの結果の

差異から因果関係を特定し、政策の有効性を評価

する。しかし、これは教育基本法第三条の教育の

機会均等に抵触する恐れもあるのだ。 

 

４． 自治体への聞き取り調査 
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教育現場での EBPM の浸透について、関西圏の

自治体に聞き取り調査を行った。 

（ⅰ）対象・方法 

京都市、神戸市、茨木市、箕面市の市の教育に

関する部署に電話で質疑を行った。 

（ⅱ）質問内容 

  EBPM を学校教育の場で取り入れているか？取り

入れていれば、どのように取り入れたか？取り

入れていなければ、その理由は？ 

  実際に EBPM を取り入れてよかった点、困難であ

ると感じた点は？ 

  今後、EBPM を取り入れていくにあたって、課題

となると考えられることは？ 

（ⅲ）結果 

京都市：意識的な EBPM の採用は見られない。取

り入れていない理由として、教育分野における過

去のデータが不足していることを挙げている。 

神戸市：市独自の学力調査に加え、アンケート

を行い毎年学力や学習状況の変遷を追跡。課題と

して、数値化されにくいいじめや不登校を分析対

象とできないことを挙げている。 

茨木市：全国学力調査を基にして学力低位層に

重点的なサポートを実施。中学生の学力の底上げ

を実現した。課題として、現場の教員の感覚とデ

ータにずれがあり、実際の指導にデータが反映さ

れにくいことを挙げている。 

箕面市：小学校から中学校の全学年を対象に市

独自の学力・体力・生活に関する調査が実施され

ている。結果は学校に返され、対策が講じられる。

実際に文章を書く力の向上に寄与している。課題

として、教員の指導力を数値化できないことを挙

げている。 

（ⅳ）考察 

以上の調査から EBPM が学校教育において活き

るケースとそうでないケースを分類する。 

(1)教育において EBPM が可能なケース 

各市の取り組みから、学力調査は生徒の学力を

数値化し、伸び悩んでいる能力を発見するなどの

可視化をしており、EBPM が可能であると思われる。

しかし、茨木市が課題としているように、指導法

の改善内容を決定できるわけではない。 

(2)教育において EBPM が困難なケース 

京都市が EBPM を取り入れていない理由は、前

述の➀にある、基となるデータの不足である。ま

た、神戸市が課題としている「いじめや不登校へ

の有効性」、箕面市が課題としている「教員の評価

の困難性」は前述の③と関連がある。つまり、様々

な要因が作用しあっている学校生活に関する問

題の解決には EBPM の適用が困難である。 

 

５． まとめ 

教育に EBPM を適用する場合、政策決定者の意

図しない効果を生み出したり、方法が非合理的に

なってしまったりすることが考えられる。 

極端な例ではあるが、教育を数値化されたデー

タだけで見た時、比較できるデータは共通の学力

調査の点数や生徒の出席状況といった程度に留

まる。学校教育の主たる目的を「学力の向上」に

設定し、学校や教員の評価を生徒の学力に依存し

てしまうと、学力格差を助長することにもなりか

ねない。これは文部科学省の目指さんとする「人

間の能力の調和的発展」とも相反する。 

さらに、「個人の価値を尊ぶ」という視点に立つ

と、多様な価値観を育むことが是とされる現代で

は EBPM による画一的な評価は教育の核心を突く

ことは困難である。 

政府がデジタル化を推進する中で、ますます数

値化された根拠を基にした EBPM が重視される可

能性が高いが、教育政策においては、EBPM がなじ

む面と、適さない面があることに留意しなければ

ならない。 
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